


今 年度、部長級以上が出席す

る議場には女性は１人もいま

せん。市のトップ会議である

経営会議（市長を含め 10人

で構成）も女性はゼロです。

少子高齢化社会、心の病や自

殺の増加、 地球温暖化などの

社会問題に取り組み、地域や

暮らしに根ざした新たな産業

や安定した雇用を生み出し、

地域コミュニティを活性化す

るには、女性の視点や感性、

能力を市政に活かしていく必

要があるのではないでしょう

か。

市は平成16年に男女 共同参
画推進条例 を制定しま し

た。その中には 審議会（市政

運営について 専門家 や市民

から意見を聞く協議の場） な

どの委員は男女どちらか一方

が4割を下回らないようにと

いう努力義務があります。と

ころが、国や県、他の 政令市

では着実に女性比率が向上し

ているのに、本市では条例制

定後むしろ後退しています

（資料１）。

のもとの質問で、女性の参 加

が十分進んでいない実態が明

らかになりました。

まず、今年設置された「暮ら
し先進都市をめざす６つのプ

ロジェクトチーム」では、任命

された133人 の職員のうち、

女性はたった 17人（12.7 8

％）。また、まちづくり会議

（政令市移行に伴い出張所 や

旧町単位に設置）の女性委員

の割合は、平均で20.8％に 留

まり、公募枠があるのは、藤

野地区（7人）、大沢（１人）、

清新（2人 ）だけ。ほとんどが

団体推薦の委員になりました。

まちづくりセンター、区役 所

に配置された地域政策担当 の

職員もすべて男性です。

昨 年度実施した 市民意識 調

査では、「男は仕事」、「女は家

庭」という考え方に賛成の 人

が、全体の 32.8％に上り、

平成14年度の34.8％とほ と

んど変わっていません。事業

所調査でも女性が働き続 ける

職場づくりの課題として、「家

庭責任を考慮しなければなら

ない」が73.7％ に上り、全国

調査に比 べ26ポイント も高

く、家事・育児・介護を負担す

る責任は女性にあるという意識

が強い傾向があるそうです。

少子高齢化社会にあって 、

女性が子を産み、育てる環境

を整えることと、女性の労働

力の掘り起こしは緊急かつ重

要な問題です。女性に選ば

れる市こそが、財政も持続可

能で、男女を問わず市民満足

度の高い市になれるのではな

いでしょうか。

今年度、市は都市経営上の
政策課題等に対して、幅広い

見地から意見を得るため、

〔仮〕都市経営懇談会を設置

する予定になっています。女性

委員の登用を求めたところ、

市長からは登用に前向 きに

取り組むという 答弁がありま

した。

資料 1 審議会等における女性委員の登用率の推移



のもとは、21年の3月議会

で、市として総合的な森林ビジ

ョンを策 定するよう求めま

した。市内循環型の産業や観

光などの経済効果、災害防

止、環境教育、森林セラピー

などの医療的な側面からも

森林再生がもたらす波及効

果は大きいと考えたからで

す。昨年度の基礎調査を経て、

いよいよ今年度森林ビジョン

が策定されることになりまし

た。

ビジョンは、森林の将来像を定

め、担い手の育成や木材産業の

再構築などの施策の方向性を

示すものです。

整備目標など具体的な経過

や役割分担、財源の確保や専

門職の配置などは、国の「森

林・林業再生プラン」の結果を

踏まえて改めて対応していく

との答弁でした。

すでに第１回ビジョン策定委

員会が開かれ、津久井産木材

をどう流通させるか、林業の

担い手をどう育てていくかな

ど、さまざまな課題が出され

たそうです。

庁内ではワーキングチームを設
置し、関係各課で連携をとりな

がら、進めていくとのことです。

森林行政は国・県の施策との

関連や、他自治体との広域連

携、川上川下の連携など広い

範囲の情報収集や専門的知

識が求められます。ビジョン策

定とあわせて、専門職の配置

や推進体制のあり方について、

十分な検討を求めました。

昨年12月議会で、のもとは津
久井地域での残土問題に対応

するため、県に頼らない土砂

条 例 の制定を求めました。

市は、現在ある市の盛土等

の規制に関する条例を見直

し、総合的なものにしていくと

のことでした。

まずは改正のスケジュールや改

正の視点を尋ねたところ、次の

ような答弁がありました。

「今年度中の条例制定をめ
ざしていくこと、規制の強化、

適正な事業実施、事前協議を

条例で義務付けることで、事

業計画段階から許可後の完

了まで、市が総合的に関わりを

持てるしくみをつくることを改

正の視点としている」

　市が責任を持って対応して

いくには、技術職の配置や指

導・管理体制を整える必要

があります。行政代執行とい

う事態になれば、多額の市

税を投入しなくてはなりませ

ん。条例改正と同時に十分な

体制で臨めるよう検討を求め

ました。さらに、県が許可し、

まだ完了していない事業地

は7つあることが判明。　　

そこは条例改正に関わらず、
完了まで県が責任を持っても

らうよう、県との調整を要請

しました。藤野地区の篠原や

大鐘久保の現状や今後につ

いても質しました。県の真摯

な対応を要請すると共に、問

題点を整理し、条例改正に活

かしてほしいものです。改正に

あたり、まちづくり会議のみな

さんの意見を活かし、森林ビジ

ョンなど他の施策とも連携を

図って、4月からスタートした

「水とみどりの基本計画」の

基本理念「水源を育み、恵み

豊かな自然を次世代へ」が達

成されるよう求めました。



■地域ビジネスを成功させた立役者、４人※を招

いてパネルディスカッションが開かれました。苦労

話や笑いを交えながら、成功の秘訣や地域プロ

デューサー人材に求められる力は何かなど、活発

に意見が交わされました。

　この事業の対象は、若者や再就職を考えてい

る方々で、これから各地域で人材育成のため、30

日間の研修が行われます。

　4人に共通していたのは、地域が好き、人が好

き、明確なビジョン。農業や畜産業などの一次産

業に付加価値をつけたり、観光を結びつけたりし

て、地域資源を使った環境循環ビジネスを創り、

住民の出番と笑顔を生み出しています。

■たとえば、四万十ドラマの商品開発のコンセ

プトは「四万十川に負担をかけないものつくり」。

商品のひとつ、リサイクルバッグは、主婦が考えた

古新聞製で今やアメリカへも輸出されています。

　さあ、ここでしかできないビジネス、見つけませ

んか！

徳島県上勝町「（株）いろどり」の横石さん、高知県・四万十流域

の「(株)四万十ドラマ」畦地さん、福島県・会津地域の「NPO法

人素材広場」の横田さん、三重県伊賀市の「農事組合法人伊賀

の里モクモク手づくりファーム」木村さん
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